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(57)【要約】
【課題】ＬＥＤ電球等の照明装置を装着した後に当該Ｌ
ＥＤ電球を回転自在とする照明器具を提供することであ
る。
【解決手段】本発明の照明器具は、照明装置を任意の位
置及び角度で配設する照明器具であって、前記照明装置
を保持する保持部材と、前記保持部材を係留し、該保持
部材を回動自在とする回動部材とを有することを特徴と
する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明装置を任意の位置及び角度で配設する電球用ソケットであって、
　前記照明装置を保持する保持部材と、
　前記保持部材を係留し、該保持部材を回動自在とする第１の回動部材と、
　前記第１の回動部材の一端に連結し、該第１の回動部材の一端を中心に屈折自在とする
屈折部材と、
　前記屈折部材が接続され、伸縮自在な伸縮部材と、
　前記伸縮部材を回転自在とする第２の回動部材と、
　外部のソケットに接続するための口金部と、を有し、
　前記保持部材は、該保持部材に備えられた口金ソケット部で前記照明装置を着脱可能に
保持し、前記第１の回動部材は、前記保持部材に保持された前記照明装置の発光部の光軸
を中心にして当該照明装置を回動自在とすること
を特徴とする電球用ソケット。
【請求項２】
　照明装置を任意の位置及び角度で配設する電球用ソケットであって、
　前記照明装置を保持する保持部材と、
　前記保持部材を係留し、該保持部材を回動自在とする回動部材とを有すること
を特徴とする電球用ソケット。
【請求項３】
　前記保持部材は、該保持部材に備えられた口金ソケット部で前記照明装置を着脱可能に
保持すること
を特徴とする請求項２に記載の電球用ソケット。
【請求項４】
　前記回動部材は、前記保持部材に保持された前記照明装置の発光部の光軸を中心にして
当該照明装置を回動自在とすること
を特徴とする請求項２に記載の電球用ソケット。
【請求項５】
　前記回動部材の一端に連結し、該回動部材の一端を中心に屈折自在とする屈折部材を更
に有すること
を特徴とする請求項２に記載の電球用ソケット。
【請求項６】
　前記屈折部材が接続され、伸縮自在な伸縮部材を更に有すること
を特徴とする請求項５に記載の電球用ソケット。
【請求項７】
　外部のソケットに接続するための口金部を更に備えたこと
を特徴とする請求項２乃至６のいずれかに記載の電球用ソケット。
【請求項８】
　前記照明装置とはＬＥＤ電球であること
を特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の電球用ソケット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）電球を回転自在に装着することができる電
球用ソケットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、低消費電力且つ長寿命等といった利点を有するＬＥＤ電球が、白熱電球に代わり
広く市場に普及しはじめている。このようなＬＥＤ電球は、一般には天井面より下方に向
けて光を照射するようにソケット等に配置されることが望まれるが、既存のソケット等の
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設備を利用するための種々の工夫がなされている。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、既存の横向きの配置受け口に対してＬＥＤ電球への切り替え
を促すことができるＬＥＤランプソケットが提供されている。
【０００４】
　そして、今日では、導光板を用いた、よりデザイン性の高いＬＥＤ電球も、室内装飾を
兼ねて、広く使用されるようになってきている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－２０９０３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、デザイン性の高いＬＥＤ電球は装着後に角度を変えることも所望とされ
るが、従来技術に係る電球用ソケットは、一定の位置に固定されるため、装着後に回転さ
せて角度を変えることができなかった。また、延長自在の電球ソケットもあるものの方向
と角度を自由に変えることができなかった。
【０００７】
　そこで、本発明は上述の技術的な課題に鑑み、ＬＥＤ電球を装着した後に当該ＬＥＤ電
球を回転自在とする電球用ソケットを提供することを目的とする。更に、ＬＥＤ電球を装
着した後に回転自在且つ伸縮自在とすると共に角度を変えることもできる電球用ソケット
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した技術的な課題を解決するため、本発明の一態様に係る電球用ソケットは、照明
装置を任意の位置及び角度で配設する電球用ソケットであって、前記照明装置を保持する
保持部材と、前記保持部材を係留し、該保持部材を回動自在とする第１の回動部材と、前
記第１の回動部材の一端に連結し、該第１の回動部材の一端を中心に屈折自在とする屈折
部材と、前記屈折部材が接続され、伸縮自在な伸縮部材と、前記伸縮部材を回転自在とす
る第２の回動部材と、外部のソケットに接続するための口金部と、を有し、前記保持部材
は、該保持部材に備えられた口金ソケット部で前記照明装置を着脱可能に保持し、前記第
１の回動部材は、前記保持部材に保持された前記照明装置の発光部の光軸を中心にして当
該照明装置を回動自在とすることを特徴とする。
【０００９】
　そして、本発明の他の態様に係る電球用ソケットは、照明装置を任意の位置及び角度で
配設する電球用ソケットであって、前記照明装置を保持する保持部材と、前記保持部材を
係留し、該保持部材を回動自在とする回動部材とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る電球用ソケットによれば、ＬＥＤ電球を装着した後に当該ＬＥＤ電球を回
転自在とすることができる。さらに、ＬＥＤ電球を装着した後に回転自在且つ伸縮自在と
すると共に角度を変えることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る電球用ソケットの斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る電球用ソケットの側面図である。
【図３】（ａ）は本発明の第１の実施形態に係る電球用ソケットにＬＥＤ電球が装着され
た使用状態を示す前方斜視図であり、（ｂ）は当該電球用ソケットにＬＥＤ電球が装着さ
れた使用状態を示す後方斜視図である。
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【図４】本発明の第２の実施形態に係る電球用ソケットの斜視図である。
【図５】（ａ）乃至（ｃ）は本発明の第２の実施形態に係る電球用ソケットの側面図であ
る。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る電球用ソケットにＬＥＤ電球が装着された使用状
態を示す前方斜視図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る電球用ソケットの屈折伸縮部材内部の配線の様子
を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る電球用ソケットの配線の他の様子を示す図である
。
【図９】本発明の第３の実施形態に係る電球用ソケットの屈折伸縮部材の構成を示す分解
斜視図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態に係る電球用ソケットの屈折伸縮部材の側面図である
。
【図１１】本発明の第４の実施形態に係る電球用ソケットの第１の回動伸縮部の構成を示
す断面図である。
【図１２】本発明の第４の実施形態に係る電球用ソケットの第２の回動伸縮部の構成を示
す断面図である。
【図１３】略３６０度の回転を実現する機構の詳細を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の電球用ソケットに係る好適な実施形態について図面を参照しながら説明
する。尚、本発明の電球用ソケットは、以下の記述に限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲において、適宜変更可能である。
【００１３】
（第１の実施形態）
　図１には本発明の第１の実施形態に係る電球用ソケットの斜視図を示し、図２には当該
電球用ソケットの側面図を示し、説明する。
【００１４】
　同図に示されるように、この実施形態に係る電球用ソケット１は、ＬＥＤ電球等の照明
装置を任意の位置及び角度で配設可能とするものである。そして、この電球用ソケット１
は、照明装置を保持するための保持部材２と、この保持部材２を係留し該保持部材２を回
動自在とする回動部材３と、ＬＥＤ電球が配設された電球用ソケット１を天井等に設けら
れたソケットに電気的に接続するための口金部４とを有している。さらに、保持部材２に
は、口金ソケット部２ａが設けられており、ＬＥＤ電球を着脱可能に保持する。口金部４
は、E26、E17、E11等、様々なサイズとすることができ、口金ソケット部２ａも、E26、E1
7、E11等、様々な口金を装着可能に、その大きさを設計することができる。
【００１５】
　このような構成において、ＬＥＤ電球等の照明装置は、保持部材２の口金ソケット部２
ａにその口金が回し込まれ装着される。この保持部材２は、回動部材３に対して回動自在
となっているので、ＬＥＤ電球を装着した後においても該ＬＥＤ電球の角度を変更するこ
とができる。この例では、回動部材３は、保持部材２に保持されたＬＥＤ電球の不図示の
発光部の光軸を中心にして当該ＬＥＤ電球を回動自在とする。即ち、保持部材２は、回動
部材３に対して、照明装置の長手方向に垂直な平面にて回動自在となっている。
【００１６】
　ここで、本発明の第１の実施形態に係る電球用ソケットに照明装置としてのＬＥＤ電球
が装着された様子は、図３に示される通りである。すなわち、図３（ａ）は電球用ソケッ
ト１に照明装置としてのＬＥＤ電球５が装着された様子を斜め前方から見た前方斜視図で
あり、図３（ｂ）は電球用ソケット１に照明装置としてのＬＥＤ電球５が装着された様子
を斜め後方から見た後方斜視図である。
【００１７】
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　このような装着状態において、照明装置としてのＬＥＤ電球５は、電球用ソケット１の
保持部材２に装着されたまま回動部材３に対して、その発光部の光軸を中心に回転自在と
なる。尚、略３６０度回転したところでストップするように構成することもできる。
【００１８】
　以上説明したように、本発明の第１の実施形態によれば、照明装置としてのＬＥＤ電球
５を任意の位置及び角度で配設する電球用ソケット１であって、前記照明装置としてのＬ
ＥＤ電球５を保持する保持部材２と、前記保持部材２を係留し、該保持部材２を回動自在
とする回動部材３とを有することを特徴とする電球用ソケット１が提供される。
【００１９】
　ここで、保持部材２は、該保持部材２に備えられた口金ソケット部２ａで照明装置とし
てのＬＥＤ電球５を着脱可能に保持することを特徴としてよい。
【００２０】
　さらに、回動部材３は、保持部材２に保持された照明装置としてのＬＥＤ電球５の発光
部の光軸を中心にして当該ＬＥＤ電球５を回動自在とすることを特徴としてよい。
【００２１】
　従って、本実施形態に係る電球用ソケットによればＬＥＤ電球等の照明装置を装着した
後に当該ＬＥＤ電球を回転自在とすることができる。デザイン性の高いＬＥＤ電球は、電
球用ソケットへの装着後に角度調整等が嘱望されるところ、この実施形態によれば、その
ようなニーズにも対応することが可能となる。
【００２２】
（第２の実施形態）
　図４には本発明の第２の実施形態に係る電球用ソケットの斜視図を示し説明する。
【００２３】
　同図に示されるように、この実施形態に係る電球用ソケット１０は、ＬＥＤ電球等の照
明装置を任意の位置及び角度で配設可能とするものである。そして、この電球用ソケット
１０は、照明装置としてのＬＥＤ電球を保持するための保持部材１１と、この保持部材１
１を係留し該保持部材１１を回動自在とする回動部材１２と、回動部材１２の後面より延
びた屈曲部１３と、当該屈曲部１３が回動自在に勘合する開口部１４ａを備えた第１伸縮
部材１４と、当該第１伸縮部材１４より出し入れ可能な第２伸縮部材１５と、第２伸縮部
材１５より延びた支持部材１６と当該支持部材１６に接続された口金部１７と、を備えて
いる。直接配線に接続する場合には、この口金１７に替えて、壁面等に固定するための平
板部を備えるようにしてもよい。口金部１７は、E26、E17、E11等、様々なサイズとする
ことができる。
【００２４】
　さらに、保持部材１１には、口金ソケット部１１ａが設けられており、照明装置を着脱
可能に保持する。この口金ソケット部１１ａは、E26、E17、E11等、様々な口金を装着可
能に、その大きさを設計することができる。配線は、保持部材１１の口金ソケット部１１
ａから回動部材１２、屈曲部１３を介して第１及び第２伸縮部材１４，１５へと延びてお
り、支持部材１６を介して口金部１７に接続される。尚、壁面裏などの電源部に接続され
るようにしてもよい。
【００２５】
　このような構成において、ＬＥＤ電球等の照明装置は、保持部材１１の口金ソケット部
１１ａにその口金が回し込まれ装着される。この保持部材１１は、回動部材１２に対して
回動自在となっているので、照明装置を装着した後においても該照明装置の角度を変更す
ることができる。この例では、回動部材１２は、保持部材１１に保持された照明装置とし
てのＬＥＤ電球を不図示の発光部の光軸を中心にして回動自在とする。即ち、保持部材１
１は回動部材１２に対して、照明装置としてのＬＥＤ電球の長手方向に垂直な平面にて回
動自在となっている。
【００２６】
　ここで、図５（ａ）乃至（ｃ）には本発明の第２の実施形態に係る電球用ソケット１０
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の伸縮、屈折状態を示し説明する。
【００２７】
　即ち、図５（ａ）は、第１伸縮部材１４に第２伸縮部材１５が収納された状態を示して
おり、図５（ｂ）は、第１伸縮部材１４より第２伸縮部材１５を引き出して、電球用ソケ
ット１０の長さを延長した様子を示している。これらの図に示されるように、屈曲部１３
が回動自在に勘合する開口部１４ａを備えた第１伸縮部材１４より、第２伸縮部材１５が
出し入れ自在となっており、この出し入れにより伸縮自在となっている。
【００２８】
　図５（ｃ）は、屈折部１３を第１伸縮部材１４に対して所定角度で屈折させた様子を示
している。前述したように、屈折部１３は、その軸部１３ａから延びた球体部１３ｂが第
１伸縮部材１４の開口部１４ａに勘合している。この勘合した状態において、屈折部１３
は第１伸縮部材１４に対して略９０度まで回動（屈曲）自在となっているので、保持部材
１１及び回動部材１２を、第１及び第２伸縮部材１４，１５に対して所定角度に屈折させ
ることが可能となっている。即ち、照明装置としてのＬＥＤ電球を装着した後においても
該電球用ソケットの角度を変更することができる。
【００２９】
　本発明の第２の実施形態に係る電球用ソケットに照明装置としてのＬＥＤ電球が装着さ
れた様子は図６に示される通りである。即ち、このような装着状態において、照明装置と
してのＬＥＤ電球１８は、電球用ソケット１０の保持部材１１に装着されたまま回動部材
１２に対して発光部の光軸を中心に回転自在となる。尚、略３６０度回転したところでス
トップするように構成してもよい。
【００３０】
　図７には本発明の第２の実施形態に係る電球用ソケット第１及び第２伸縮部材１４，１
５内部の配線の様子を示し説明する。同図に示されるように、第１伸縮部材１４の中に第
２伸縮部材１５が出し入れ自在となっており、第１伸縮部材１４の一端より支持体２０が
長手方向に延出するように配設されており、第２伸縮部材１５の上記一端とは反対側の他
端より支持体２１が長手方向に延出するように配設されている。そして、上記一端近傍に
おいて固定部材２３により配線２２が移動自在に保持されており、上記他端近傍において
固定部材２４により配線２２が移動自在に保持されている。
【００３１】
　このような構成において、第２伸縮部材１５を収納状態から引き出すと、第２伸縮部材
１５に配設された支持体２１及び固定部材２４も移動するので、これにより配線２２が引
き延ばされることになる。即ち、伸張に伴い、配線２２も延びることになる。このような
配線２２が引き延ばされる構成に替えて、カールコードを採用することもできる。
【００３２】
　図８には、回動部材１２内部の配線の様子を示し説明する。即ち、スリップリングシス
テムを採用しており、保持部材１１から延びた２本の配線３０ａ，３０ｂは、スリップリ
ング３０ｃに接続され、このスリップリング３０ｃには、配線３０ｄがブラシを介して接
触されるようになっており、該配線３０ｄを取りまとめた配線３０ｅは屈折部１３側へと
延びている。このような構成によれば、固定部材２３が回動部材１２に対して回転しても
、配線が分断することなく、円滑な連続回転が実現される。
【００３３】
　以上説明したように、本発明の第２の実施形態に係る電球用ソケットによれば、回動部
材１２の一端に連結し、該回動部材１２の一端を中心に屈折し且つ伸縮自在な屈折伸縮部
材としての屈折部１３、第１及び第２の伸縮部材１４，１５を更に有することを特徴とす
る電球用ソケット１０が提供される。
【００３４】
　ここで、屈折伸縮部材の一端は、施設の壁面に取り付けられてよい。
【００３５】
（第３の実施形態）
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　図９，１０には、第３の実施形態に係る電球用ソケットの構成を示し説明する。
　同図に示されるように、回動部材１２を伸縮可能な回動部材５０とする。即ち図９は回
動部材５０の分解斜視図であり、図１０は回動部材５０の側面図である。第１の回動部材
５１ａ，５１ｂは、第２の回動部材５５を伸縮可能に保持し、そのとき第２の回動部材５
５の位置決めを行うべく、操作レバー５２ａ、５２ｂが第２の回動部材５５の溝部に勘合
する。この操作レバー５２ａ，５２ｂは、それぞれ２本のバネ、バネ５３ａ，５３ｂ、バ
ネ５４ａ，５４ｂにより付勢されているので、押下による位置決めが簡易に行える。
【００３６】
　以上説明したように、本発明の第３の実施形態に係る電球用ソケットによれば、伸縮可
能な回動部材５０を採用することで、伸縮性を向上させることができる。
【００３７】
（第４の実施形態）
　図１１は、本発明の第４の実施形態に係る電球用ソケットの第１の回動伸縮部の構成を
示す断面図であり、図１２は、本発明の第４の実施形態に係る電球用ソケットの第２の回
動伸縮部の構成を示す断面図である。
【００３８】
　図１１に示されるように、第１の回動伸縮部６０は、第１伸縮部材６１、第２伸縮部材
６２、回転軸部材６３、ソケット保持部材６４からなる。ソケット保持部６４が嵌合され
た回転軸部材６３には、先に説明した図８と同様のスリップリング機構７３が採用されて
おり、回転軸部６３の第１伸縮部材６１に対する回動を自在としている。このスリップリ
ング機構７３から延出された配線６９は、固定部材６５，６７により保持されており、支
持体６６，６８により一部が折り曲げられるようにして第１伸縮部材６１、第２伸縮部材
６２の伸縮に合わせて収納されるようになっている。第２伸縮部材６２には、溝６２ａが
設けられており、第１伸縮部材６１の操作レバー７２ａ，７２ｂの先端が該溝６２ａに嵌
合されることで位置が固定される。第２の伸縮部材６２の一端には軸部７０を介して球体
部７１が設けられており、後述する第３伸縮部材の開口部８２ｂに嵌め込まれ、当該第２
伸縮部材に対して屈曲自在となる。
【００３９】
　一方、図１２に示されるように、第２の回動伸縮部８１は、第３伸縮部材８２、第４伸
縮部材８３、軸部８４からなる。第３伸縮部材８２の開口部８２ｂには、先ほど説明した
球体部７１が嵌め込まれる。第３伸縮部材８２には固定部材８６と支持体８７が設けられ
ており、第４伸縮部材８３には支持体８８と固定部材８９が設けられており、これら固定
部材８６，８９により配線９０が保持される。配線９０は、支持体８７，８８により一部
が折り曲げられるようにして、第３伸縮部８２、第４伸縮部８３の伸縮に合わせて収納さ
れるようになっている。尚、このような配線９０及び６９が伸縮自在に収納される構成に
替えてカールコードを採用することもできる。第３伸縮部８２には溝８２ａが設けられて
おり、第４伸縮部材８３の操作レバー９１ａ，９１ｂの先端が該溝８２ａに嵌合されるこ
とで位置が固定されるようになっている。そして、第４伸縮部材８３の他端には、ウェー
ブワッシャー８５を介して軸部８４が回動自在に保持されている。この軸部８４の先には
、ここでは不図示であるが、口金を配設することができる。ウェーブワッシャー８５は、
第４伸縮部８３と軸部８４の内面にそれぞれ当接し、所定の力で押さえ付けながらも両者
を回転自在に保持している。尚、前述した略３６０度の回転を実現する機構の一例は図１
３に示される。
【００４０】
　以上説明したように、第４の実施形態によれば、第１の回動伸縮部６０、第２の回動伸
縮部８１の双方において、回動ならびに伸縮を実現することが可能となる。
【００４１】
　以上詳述したように、本発明の実施形態によれば、ＬＥＤ電球１８等の照明装置を任意
の位置及び角度で配設する電球用ソケット１０であって、前記照明装置を保持する保持部
材１１と、前記保持部材１１を係留し、該保持部材１１を回動自在とする回動部材１２と
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、前記回動部材１２の一端に連結し、該回動部材１２の一端を中心に屈折自在とする屈折
部１３と、前記屈折部１３が接続され、伸縮自在な第１及び第２の伸縮部材１４，１５と
、外部のソケットに接続するための口金部１７と、を有し、前記保持部材１１は、該保持
部材１１に備えられた口金ソケット部１１ａで前記照明装置を着脱可能に保持し、前記回
動部材１２は、前記保持部材１１に保持された前記照明装置の発光部の光軸を中心にして
当該照明装置を回動自在とすることを特徴とする電球用ソケット１０が提供される。
【符号の説明】
【００４２】
　１　照明器具
　２　保持部材
　２ａ　口金ソケット部
　３　回動部材
　４　口金部
　５　照明装置
１０　照明器具
１１　保持部材
１１ａ　口金ソケット部
１２　回動部材
１３　屈折部
１４　第１伸縮部材
１４ａ　開口部
１５　第２伸縮部材
１６　支持部材
１７　平板部
１８　照明装置
２０，２１　支持体
２２　配線
２３，２４　固定部
３０ａ　配線
３０ｂ　配線
３０ｃ　スリップリング
３０ｄ　ブラシ（接点）
３０ｅ配線
５１ａ，５１ｂ　第１の回動部材
５２ａ，５２ｂ　操作レバー
５３ａ，５３ｂ，５４ａ，５４ｂ　バネ
５５　第２の回動部材
６０　第１回動伸縮部
６１　第１伸縮部材
６２　第２伸縮部材
６３　回転軸部
６４　ソケット保持部
６５　固定部材
６６　支持体
６７　固定部材
６８　支持体
６９　配線
７０　軸部
７１　球体部
７２ａ，７２ｂ　操作レバー
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７２　スリップリング機構
８１　第２回動伸縮部
８２　第３伸縮部材
８３　第４伸縮部材
８４　軸部
８５　ウェーブワッシャー
８６　固定部材
８７　支持体
８８　支持体
８９　固定部材
９０　配線
９１ａ，９１ｂ　操作レバー

【図１】

【図２】



(10) JP 2015-15219 A 2015.1.22

【図３】



(11) JP 2015-15219 A 2015.1.22

【図４】



(12) JP 2015-15219 A 2015.1.22

【図５】



(13) JP 2015-15219 A 2015.1.22

【図６】



(14) JP 2015-15219 A 2015.1.22

【図７】

【図８】



(15) JP 2015-15219 A 2015.1.22

【図９】



(16) JP 2015-15219 A 2015.1.22

【図１０】

【図１１】



(17) JP 2015-15219 A 2015.1.22

【図１２】

【図１３】



(18) JP 2015-15219 A 2015.1.22

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｆ２１Ｖ  14/02     (2006.01)           Ｆ２１Ｓ   8/02    ４２０　          　　　　　
   Ｆ２１Ｙ 101/02     (2006.01)           Ｆ２１Ｓ   2/00    ２１４　          　　　　　
   　　　　                                Ｆ２１Ｖ  14/02    １００　          　　　　　
   　　　　                                Ｆ２１Ｙ 101:02    　　　　          　　　　　

(72)発明者  松岡　正
            東京都千代田区神田須田町２－５－２　株式会社トライテラス内
Ｆターム(参考) 3K013 AA02  AA03  BA01  CA02  EA01  FA01  FA05  FA07 
　　　　 　　  3K243 MA01 
　　　　 　　  5E024 BD02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

